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 令和２年６月 11日 

 

登米市新型コロナウイルス感染症対策における 

生活経済支援策（第 2弾）まとめ（案）について 

 

 ６月定期議会において、登米市新型コロナウイルス感染症対策における生活経済支援策

（第２弾）の追加補正予算案を上程する予定としております。 

 各支援策の概要は別紙のとおりです。 

なお、詳細につきましては、別紙問合せ先一覧の担当課までお問合せください。 

 

 

（事務局） 

登米市生活経済支援推進本部事務局 事務局長 佐藤 靖 

■所在地：登米市迫町佐沼字中江二丁目６番地１ 

■電話：0220-23-7353／ＦＡＸ：0220-22-9164 

■Ｅ - m a i l：seikeishien@city.tome.miyagi.jp 



6月11日 現在

総事業費

①

対象： 児童手当を受給する世帯

積算： １万円×約9,250人、外事務費等

②

対象： 売上が前年同月比で20％から50％未満の割合で減少している事業者

積算： 20万円×約1,100事業所、外事務費等

③

対象： 資金融資を受けた農業者

積算： 市0.5％（ＪＡグループ1.0％、農協0.5％）

④

対象： 医療従事者

積算： 防護服等セット、感染対策用メガネ

⑤

対象： 救急隊員

積算： マスク、手袋、ゴーグル、感染防止衣、手指消毒液、資器材等消毒液

⑥

対象： 消防団員

積算： マスク、手袋、手指消毒液

※10万円未満四捨五入のため合計額に差異あり

問合せ先一覧
事業No.

①

②

③

④

⑤,⑥ 0220-22-1901消防本部　警防課　課長　木戸浦 邦彦

６月定期議会に補正予算案を上程予定

避難所等の運営補助に当たる消防団員の感染防止に必要となる資器材等を整備

売上げが減少したが、国の持続化給付金の非該当となった事業者へ20万円を上限に給付

登米市新型コロナウイルス感染症対策における
生活経済支援策（第２弾）まとめ（案）

子育て応援給付金支給事業

子育て世帯への応援として児童手当受給世帯へ１万円を給付

経営維持臨時給付金

感染症対策農業支援資金利子補給事業

融資を受けた農業者が支払うべき利子を補給

感染症対応医療提供体制構築事業

市民の安全・安心を守るため、医療現場で必要となる防護服等を整備

救急隊員の感染防止対策事業

約31,780万円

約9,360万円

約22,030万円

約110万円

約120万円

約140万円

約30万円

救急業務に従事する救急隊員の感染防止に必要となる資器材等を整備

消防団員避難所等支援事業

0220-58-5562

電話番号

0220-34-2706

0220-34-2716

0220-21-6888

問合せ先

福祉事務所　子育て支援課　課長　日野 裕子

産業経済部　地域ビジネス支援課　課長　櫻 節郎

産業経済部　産業総務課　課長　千葉 昌弘

医療局　経営管理課　課長　武田 康博
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